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月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
た
と
お

１２
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
対
象
者
は
、
今
年
４
月
か
ら
、

「
年
金
か
ら
の
天
引
き
」
と
「
口
座

振
替
」
の
選
択
制
と
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
保
険
課
、
各
地
域

局
住
民
福
祉
課
、
各
地
域
市
民
セ
ン

タ
ー
の
窓
口
へ
「
申
出
書
」
を
提
出

し
て
か
ら
、
金
融
機
関
で
口
座
振
替

依
頼
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

申
出
期
限
ま
で
に
手
続
き
を
終
了

し
た
場
合
、
４
月
分
の
年
金
か
ら
天

引
き
は
中
止
さ
れ
、
７
月
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
い
と
な
り
ま
す

（
保
険
料
の
総
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん
）。

　

な
お
、「
申
出
書
」
は
保
険
課
、

各
地
域
局
住
民
福
祉
課
、
各
地
域
市

民
セ
ン
タ
ー
に
備
え
て
い
ま
す
。

▼
申
出
期
限
…
１
月　

日
�

３０

※
期
限
後
に
申
し
出
さ
れ
た
場
合

は
、
６
月
分
以
降
の
年
金
か
ら
天
引

き
が
中
止
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
人
は
、

７５
そ
の
誕
生
月
に
は
、
誕
生
日
以
後
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
、
誕
生
日

以
前
の
医
療
保
険
の
２
つ
の
制
度
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
こ
れ
ま
で
誕
生
月
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
制
度
の
限
度
額
ま
で
医
療

費
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

　

今
年
１
月
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
の
限
度
額
を
半
分
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
誕
生
月
の
負
担
増
が
解
消

さ
れ
ま
す（
図
①
参
照
）。

（注１）１日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療
制度のみで負担が増加しないため、対象外となります。

（注２）平成２０年４月から１２月の間に７５歳になり、後期高齢者医療制度
の被保険者となった人についても、医療費の負担増加分をさかの
ぼって還付することとしています。対象者には別途案内します。

（注３）限度額を超えて医療費を支払った場合は、各医療保険へ申請する
ことで超過分が後日還付されます。
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保
険
料
の
支
払
方
法
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▼
そ
の
ほ
か
の
注
意
点

①
こ
れ
ま
で
は
、
２
年
間
国
民
健
康

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
か
っ
た
本

人
が
口
座
振
替
で
支
払
う
場
合
や
、

世
帯
主
・
配
偶
者
が
本
人
（
年
金
収

入
が
１
８
０
万
円
未
満
の
人
）
に
代

わ
っ
て
口
座
振
替
で
支
払
う
場
合
に

限
り
、
口
座
振
替
と
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
制
限
が

な
く
な
り
ま
し
た
。

②
本
人
以
外
の
口
座
か
ら
の
振
替
に

市が所有する土地で、未利用となっている次の土地について、一般競争入札により競売します。

同意を得ていない未成年、被保佐人または被補

助人、破産者で復権を得ていない人等）

　�市税等を完納していない人

　�市有財産に関する事務に従事する職員

〔申込期間〕

　１月１６日�～２月１３日�の午前９時～午後５時

　※土・日曜日、祝日を除く。

〔申込方法〕

　入札参加申込書、その他必要な書類を添えて、財

政課（市役所２階）へ提出してください。

〔入札日〕

　２月１７日�　午後１時３０分～

〔その他〕

　�１物件に対し、２者以上の連名（共有）による申し

込みもできます。詳しくはお問い合わせください。

　�市ホームページにも掲載していますので、ご覧

ください。

市所有の未利用土地を競売

〔競売物件〕

① 旭町 1341-1  ( 元駅前消防器庫用地 )

▼地目：宅地　　 ▼面積：４１.３１�

▼現況：更地　　 ▼予定価格（最低売払価格）：２,４６０,０００円

② 有漢町有漢 2632-1  ( 旧有漢母子健康センター )

▼地目：宅地　　　 ▼面積：５３７.１０�

▼現況：家屋有り　 ▼予定価格（最低売払価格）：３,９２１,０００円

③ 川上町地頭 293 ( 旧川上福祉関係等職員住宅 )

▼地目：宅地　　　 ▼面積：２１８.５０�

▼現況：家屋有り　 ▼予定価格（最低売払価格）：３,４２６,０００円

　「思いがけないことでしたが、

こうして元気に受章することが

でき、ありがたく思います」と笹

田さん。

　昭和１５年に川上郡成羽尋常高

等小学校で教職に就き、昭和５６年

に高梁小学校長で退職されるま

で、４１年にわたり、児童の学力向

上や教育環境整備、また、障害児教育の推進や地域との連

携強化にも努められました。

　退職後、昭和５８年から平成４年まで、高梁公民館長を

務められ、地域振興・発展にも貢献されました。

　「戦後間もないころ、みんな食べることに必死でした。

弁当を児童に分けてあげたことも。今はずいぶん時代は変

わりましたが、子どもたちの気持ちは変わっていないと思

います。できるだけ目をかけてやることです。親子の絆が

大切であり、もっと家庭で語らってもらいたい」と話され

ています。

教育と地域振興に尽力

高 齢 者 叙 勲

変
更
し
た
場
合
、
社
会
保
険
料
控
除

は
、
実
際
に
保
険
料
を
支
払
っ
た
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

世
帯
全
体
の
所
得
税
や
住
民
税
が
減

額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
健
康
保
険

係
（
�
�
０
２
５
８
）、
岡
山
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
�
０
８

６
�
２
４
５
�
０
０
９
０
）

�

笹田糸之助さん�
（下谷町）

〈瑞宝双光章〉

〔参加資格〕

　個人および法人で、市内に住所を有しない人も参加で

きます。ただし、次の人は参加できません。

　�地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該

当する人（成年被後見人、契約締結のために必要な

■問い合わせ・申し込み

　財政課管財係（��０２０７）


